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勧誘事例

【事例１】

平成２９年３月ころ、消費者宅へ突然訪問した営業員Ａは、「いつも通っていて気に

なったのですが、屋根のビスが浮いていた状態なので修理した方がよい。」「ビスを止

めるだけなので、５千円で済む。」と勧誘した。消費者の妻は、「夫に相談するので連

絡先を教えて下さい。」と話をすると、営業員Ａは会社名と名前が書いてあるメモ紙を

渡した。格安であったことから、消費者は、営業員Ａに連絡すると、その日の夕方再度

訪問し、消費者に「浮いたビスを４カ所止め、シーリング止めをするだけなので、５千

円で済みます。この時に屋根の点検もしますが、点検は無料です。」と説明し、消費者

は格安だったので依頼した。翌日、営業員Ａは、他２人と来て、屋根に上がった。１０

分位で降りてくると、３人の中の年長の営業員Ｂが「傷んでいる。直ぐに張り替えしな

いといけない。」「ほっとくと雨漏りする。」「全面張り替えだとお金がかかるが、今の

トタンを一旦剥いでシートを新しくして、トタンを載せて塗装をする方法が安くつ

く。」と告げられ、工事代金は１６０万円と言われた。あまりにも高額なのでビックリ

したが、「ほっとくと雨漏りする。」と言われたので、修理しない訳にいかないと思

い、その日のうちに契約した。

本件役務提供を締結した際、営業員が交付した書面には、工事内容が詳細に記載して

いない、料金の支払期日が記載していない不備が認められた。

【事例２】

平成２９年４月ころ、消費者宅へ突然訪問した営業員Ａは、名前も会社名も名乗ら

ず、「この家の近くを、仕事でよく通ります。屋根が浮いているようなので、１回見て

おいたほうがいいですよ。」と屋根の不具合を指摘した。不安になった消費者がオロオ

ロしていると、営業員Ａは書類を取出し「ケバラ調整￥７，０００円、明日１５時頃伺

います」と書き始めた。消費者は、屋根のことが不安だったのでお願いすることにし

た。営業員Ａから渡されたのは見積書で、それを見てやっと株式会社匡建の社員だと分

かった。

翌日、営業員Ａは他の２人と訪問し、屋根に上がり２０分位で下りてきた。年長の営

業員Ｂが、「屋根が傷んでいる」と言って来て、カメラ付きのタブレットで屋根の写真

を見せながら、「これだけ傷んでいると、いずれ雨漏りする。」「梅雨に入る前に直した

方がいい。」と言った。消費者が、雨漏りしては大変だと思い幾らかかるか尋ねると、

工事代金３，２４０，０００円と書かれた工事請負契約を示した。あまりにも高額だっ

たが、消費者は、屋根を全部葺き替えすればこの位お金がかかるかもしれないと心の中

で納得して契約した。

本件役務提供を締結した際、営業員が交付した書面には、工事内容が詳細に記載して

いない、料金の支払期日、分割代金を受領する場合の各回ごとの受領金額が記載してい

ない等の不備が認められた。



【事例３】

平成２９年９月頃、消費者が車で帰宅すると、営業員Ａが名前や会社名を名乗らず突

然訪問し、「太陽のパネルのほこりや、鳥の糞などないか点検させてほしい。」と言わ

れた。点検は無料だと思い依頼すると、直ぐに車で一緒に来た他の２人と一緒に屋根に

上り、２０分位で下りてきた。屋根を撮影したカメラ付きのタブレットを見せながら、

営業員Ｂから「太陽光は大丈夫だが、屋根の継ぎ目の塗装が剥げている。コーティング

しないとダメだ。」と言われ不安になった。さらに、営業員Ｂが庭に落ちているビスを

見つけ、「屋根のビスが落ちている。」と言われた。今までビスが落ちているのは確認

したことがなかったので不審に思ったが、一層不安になった。

修繕費用について尋ねると、「屋根のコーティングをするためには、太陽光パネルを

外さなければならない。外すのに４０万円、総額２５０万円になるが、今なら２２０万

円で出来る」と言われた。家は雨漏りなどしていないが、安くしてもらえるのであれば

契約してもよいと思った。事業者にお金がないことを話すと息子名義でのローンを勧め

られた。しかし、最終的には契約に至らなかった。

【事例４】

平成２９年１２月頃、消費者宅へ訪問した営業員Ａは、「ソーラーの点検をさせて下

さい。」と勧誘してきた。消費者はソーラーは使っていない話をすると、今度はソーラ

ーの撤去の話をしてきたので、点検を承諾した。

後日、営業員Ａは、営業員Ｂと再度訪問し、屋根に上がり１０分位で下りてくると、

ソーラーの撤去の話ではなく、屋根の修繕工事の話をしてきた。営業員Ａ又はＢがデジ

タルカメラで撮った屋根の写真を見ると、ソーラー付近の瓦が剥がれ、瓦止めの針金が

切れていた。営業員Ｂは「何時崩れるか分からない危険な状態だから、瓦が通行人に当

たったら大変な事になる。」「この状況では雨漏りがしているはずだ」と話した。消費

者は不安を覚えながら、以前屋根を修理しているのでこんなに酷くなっているはずはな

い、前頼んだ業者にも見てもらいたいと考え、それを伝えると、営業員Ｂは口調が荒く

なり、帰ってくれそうも無かったことから、幾らで工事をしてくれるか尋ねた。営業員

Ｂは、２６０万円と金額を提示したが、最終的には１５０万円に値引したので、仕方な

く契約を結んだ。

本件役務提供を締結した際、営業員が交付した書面には、工事内容が詳細に記載して

いない、契約の締結を担当した者の氏名が記載されていない等の不備が認められた。


